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様式第１号（第５条関係） 

 

西宮市滞納管理システム構築業務提案者募集要項 
西宮市滞納管理システム構築業務 

プロポーザル審査委員会 

 

１ 概要 

（１） 件名 

西宮市滞納管理システム構築業務 

（２） 業務内容 

納税課と国保収納課が使用するシステムを統合することにより、財産調査や滞納処分の情

報共有化の促進並びに将来的なコールセンター一元化に資するシステムとして、また、他

の強制徴収公債権及び非強制徴収公債権の担当課等においても利用可能な滞納管理基盤

システムとして、再構築を行う。 

（詳細は別紙「西宮市滞納管理システム構築業務提案仕様書」の通り） 

（３） 選定方式 

公募型プロポーザル方式により提案を求め、提案内容、提案価格、プレゼンテーション等

の評価基準をもとに評価・審査し、受託候補者を選定する。 

（４） 開発期間 

契約締結日の翌日から平成３０年１２月３１日まで（平成３１年１月稼働）。 

（５） 見積限度額（税抜金額） 

① 開発業務 

平成３０年度   ８１，６００千円 

② 保守・運用業務及びシステムサーバ等賃借料 

平成３０～３５年度合計     ６４，０４９千円 

※ 上記の①開発業務は、初期導入費、開発費を合算したものとする。平成３０年度以降の保

守・運用にかかる委託契約及びシステムサーバ等賃借料は、それぞれの年度の予算が本市

議会で議決された場合にのみ締結するものであり、上記金額については参考値とする。 

 

２ 本提案募集に関する問合せ先及び各種書類の提出先 

  西宮市役所 納税課 

  担当 中嶋・住田・堂村 

  〒662-8567 西宮市六湛寺町１０番３号 西宮市役所本庁舎２階 

  ＴＥＬ 0798-35-3239 

  E-mail nouzei@nishi.or.jp 

 

３ 参加資格要件 

プロポーザル方式への参加を希望する者は、次に掲げる資格要件を満たさなければならない。

mailto:nouzei@nishi.or.jp
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また、プロポーザル方式へ参加する者が契約締結までの間に、参加資格要件を有しなくなっ

た場合は、その時点で失格とする。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当していないこと。 
（２）平成２９年度西宮市指名競争入札参加資格者名簿の電子計算処理業に登載されていること。 
（３）西宮市から現に指名停止の措置を受けていないこと。 
（４）会社更生法に基づく更生手続き開始の申し立てをしていないこと。 
（５）民事再生法に基づく再生手続き開始の申し立てをしていないこと。 
（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に掲げる暴力団及びそれら

の利益となる活動を行う者でないこと。 
（７）中核市又は政令市において、税又は国民健康保険料の滞納整理事務にかかるシステムを 

平成２８年度以前に構築した実績を有すること。ただし、現在も継続して稼働しているシ

ステムに限る。 
（８）専門技術者等、充分な業務遂行能力を有し、適正な執行体制を有していること。 
（９）本市の指示に柔軟に対応できること。 
（１０）個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備していること。 
 

４ 全体スケジュール 

項 目 日 程（予定） 備 考 

① 募集開始（ホームページ） 平成２９年４月 ７日（金） 
市ホームページにて公告 

様式第１号 

② 参加申込書等の提出期限 平成２９年４月１９日（水） 様式第２～５号他 

③ 参加申込書等の審査 
平成２９年４月２０日（木） 

～４月２１日（金） 
 

④ 選定通知兼提案依頼書送付 平成２９年４月２４日（月）～ 様式第１０号 

⑤ 提案仕様書に対する質問受付 
平成２９年４月２５日（火） 

～５月 ９日（火）  
様式第６号 

⑥ 提案書等の提出期限 平成２９年５月１９日（金） 様式第７号他 

⑦ 書類審査及びヒアリング 
平成２９年５月２３日（火） 

～５月３０日（火） 
 

⑧ プレゼンテーション 平成２９年６月 ６日（火） 予備日６月７日（水） 

⑨ 内定結果通知 平成２９年６月１３日（火） 様式第１３号他 

⑩ 契約締結 平成２９年７月中旬  

 

５ 参加申込 

本業務のプロポーザルへの参加を希望する場合は、下記の書類を西宮市役所納税課担当者宛

に郵送又は持参により提出すること。 

（１） 提出書類 

提出書類 様式 提出部数 
① 参加申込書 様式第２号 １部（原本）＋６部（コピー可） 
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② 会社概要 
※リーフレット等含む 

様式第３号 １部（原本）＋６部（コピー可） 

③ 受注及び納入実績 様式第４号 １部（原本）＋６部（コピー可） 
④ 業務の推進体制 様式第５号 １部（原本）＋６部（コピー可） 

（２） 提出期間 

平成２９年４月１０日（月）～平成２９年４月１９日（水）必着 

受付時間：９時～１７時３０分 

※土日祝及び受付時間外、提出期限を過ぎたものは一切受け付けない。 

 

６ 提案書等の作成及び提出 

本業務のプロポーザルへの参加を認められた者は、下記の書類を西宮市役所納税課担当者宛

に郵送又は持参により提出すること。 

提案者選定通知兼提案依頼書については、参加申込書類審査が終わり次第、随時送付する。 

（１） 提出書類 

提出書類 様式 提出部数 
① 提案書 様式任意 １１部 

（うち社名等抜いたものを１０部） 
② 作業工程表 様式任意 １１部 

（うち社名等抜いたものを１０部） 
③ 非機能要件一覧表 提案仕様書別紙１ 

※提案参加者にのみ配布 
５部 
（うち社名等抜いたものを４部） 

④ 機能要件一覧表 提案仕様書別紙２ 
※提案参加者にのみ配布 

１０部 
（うち社名等抜いたものを９部） 

⑤ 見積書 
※算定根拠含む 

様式第７号 ７部 
 

⑥ 総括技術者業務経歴

書 
様式第８号 １１部 

（うち社名等抜いたものを１０部） 
⑦ 主任技術者業務経歴

書 
様式第９号 １１部 

（うち社名等抜いたものを１０部） 
⑧ その他提案書に記載

されている関連資料 
様式任意 １１部 

（うち社名等抜いたものを１０部） 
（２） 提出書類の作成にかかる注意点 

ア．この提案は別途提供する「西宮市滞納管理システム構築業務提案仕様書」等（「以下「仕

様書等」という。）に基づくものであること。また、製品カタログ、パンフレット等に

おける仕様は、全て提案書内に記載すること。 
イ．提案書は原則としてＡ４版横書き（横置き上綴り又は縦置き横綴り）とし、提案書が 

４０ページを超える場合（表紙及び目次を除く）は、提案書とは別に内容の概要版を作

成すること。また、表紙及び目次を除いて、通し番号（ページ番号）を付すること。 

  ウ．いずれの書類も支障のない範囲で両面印刷としても構わない。ただし、横置き上綴り 
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の様式書類について、見開きの際に上下ページの反転がないようにすること。 

エ．提出書類で社名等を抜いたものについて、社名を「●●」とするなど、提案者が特定さ

れないように作成すること。 

  オ．「③非機能要件一覧表」「④機能要件一覧表」については対応状況を記載すること。なお、

別途 Excel ファイルを電子メールにて提出すること。 

    また、「④機能要件一覧表」のうち市が指定する項目については、画面イメージ図を添付

すること（書面のみで可）。 

  カ．「①提案書」「②作業工程表」「⑥総括技術者業務経歴書」「⑦主任技術者業務経歴書」「⑧

その他提案書に記載されている関連資料」については、社名等抜いたものを別途 PDF フ

ァイルにて提出すること。 

また、「⑤見積書」についても、社名等抜く必要はないが別途 PDF ファイルにて提出する

こと。 

（３）提案書に記載する項目等 

  ア．提案書記載項目について 

    次に掲げる項目を参考に提案書を作成すること。 

    ※印の項目については、貴社と本市双方の作業人員・内容等について記載すること。 

ア システム概要 
① システムの体系及び構成 
② システムのコンセプト及び内容・セールスポイント 
③ 個人情報の取り扱いに関するシステム上のセキュリティ 

イ 導入体制等 
① 導入にかかる人員体制及び導入スケジュール（※） 
② 各種テストの体制及び内容（※） 

ウ データ移行・データ連携 
① データ移行及びセットアップ（※） 

 ② 他システムとのデータ連携（※） 
エ 運用・保守・サポート 

① システム稼働後の運用・保守・サポート体制及び内容（※） 
また、障害発生時の対応 

 ② 本番稼働後の機能改善や機能向上についての取組み及び信頼性向上策 
   また、法・制度変更に伴うシステム改修等の対応及び範囲 
 ③ データ等のバックアップについての仕組み 
 ④ 職員に対する操作研修の内容（時期・回数） 
オ 業務対応 

①「収入未済額の縮減」を達成するために、システムが寄与するところ 
② 債権管理対応（財産調査や滞納処分の情報共有/将来的なコールセンター

一元化/他の強制徴収公債権及び非強制徴収公債権の担当課等の追加利用） 
カ その他 

① 西宮市が有する著作権の範囲 
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 ② 貴社と西宮市の役割分担、構築にかかる職員の負担（※） 
 ③ 当該システムに関する必要事項 
 ④ その他、本市にとって有効と考える提案（自由提案） 

  イ．プレゼンテーションについて 

    質疑２０分を含む６０分を予定。原則、参加申込順に実施する。なお、総括技術者また

は主任技術者はプレゼンテーションに参加すること。 

提案書に沿ってプレゼンテーションを行うこと。原則として、実機を利用して説明を行

うことが望ましいが、紙による提案も可とする。プレゼンテーション時点で実装されて

いない機能については、簡易資料での説明も可とするが、導入後も実装できない機能が

ある場合は、「実装不可である旨」を説明すること。 

なお、滞納整理の課題・目的である『収入未済額の縮減』を達成するために、システム

が寄与するところについては、本システム導入後のイメージを掴みやすい提案とするこ

と。    
（４）見積書（様式第７号） 

開発費・初期導入費、平成３０～３５年度までの保守・運用費及びシステムサーバ等賃借

料を計上すること。 
当該項目に対する費用が発生しない場合は、空欄とせず、０（ゼロ）と記入すること。 
また、消費税率は一律８％とし、税込金額とともに（）書で税抜金額を併記すること。 
なお、見積書は封筒に入れて封印し、封筒表面に応募社名を記入の上、提出すること。 
また、見積書には算定根拠を別紙（様式任意）として添付すること。 

（５）提出期間 
平成２９年４月２５日（火）～平成２９年５月１９日（金）必着 
受付時間：９時～１７時３０分 
※土日祝及び受付時間外、提出期限を過ぎたものは一切受け付けない。 

（６）その他の留意事項 
ア．提出書類は一応募者につき一提案とする。 
イ．提出に要する諸費用は全て提出者の負担とする。 
ウ．提出書類の著作権は、提出者に帰属する。 
エ．提出書類の提出後は、差し替え及び追加等は一切認めない。 
オ．提出書類に記載された予定技術者等は受託後に原則変更できないものとする。 
カ．提出書類は返却しない。 
キ．提出書類は非公開とする。 
ク．提案に係るプレゼンテーション及び本市から提案者に対するヒアリング実施について、

提出書類の確認後本市担当者から連絡する。 
ケ．参加申込後に辞退する場合は、参加辞退届（様式第１２号）を速やかに提出すること。 

 
７ 質問等の受付 

提案仕様書等の内容について質問がある場合は、質問書（様式第６号）を以下の期限までに

電子メールで提出し、送信後は担当者へ電話連絡を行うこと。また、電子メールの題名は必
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ず「西宮市滞納管理システム構築業務質問書：（貴社名）」とすること。 

（１） 提出期間 

平成２９年４月２５日（火）～平成２９年５月９日（火）１７時３０分 

※提出期限を過ぎたものは一切受け付けない。 

（２） 回答方法 

各質問について、電子メールで随時回答する。質問及び回答内容は、提案参加者全員で共

有する。 
 

８ 審査及び選考等 
（１）審査の流れ 

ア．書類審査及びヒアリング 
提出書類を審査した上で、提案内容について各業務担当がヒアリングを行う。 

イ．プレゼンテーション 
提案者によるプレゼンテーションを行い、審査委員会によって審査する。 

（２）審査項目と評価対象 
審査項目 評価対象 配点 

価格 見積書 （開発費、保守・運用費等） １００ 
非機能要件 非機能要件一覧表 １００ 
機能要件 機能要件一覧表 ３００ 
総合評価 提案書、作業工程表及びプレゼンテーション ３００ 

合   計 ８００ 
（３）審査方法及び選定結果 

ア．審査委員会は本市職員で構成する。 
イ．総合評価に関する評価点は審査委員会が、価格に関する評価点は事務局が、非機能要件

及び機能要件に関する評価点は作業チームが、ヒアリング・プレゼンテーション等によ

り審査・算出する。 
ウ．評価点の合計が最も高い提案者を内定者とする。 
エ．最高評価点を獲得した提案者が複数いた場合は、審査委員会の議決により選定する。 
オ．選定結果については、全ての提案者に対して合否を問わず個別に文書で通知する。 

（４）失効及び無効 
以下のいずれかに該当する場合は、選定の前後を問わず失格とする。 
なお、その内容によっては指名停止措置を行うことがある。 
ア．提出期限、提出先、提出方法に適合していない場合 
イ．提案額が、開発業務について１（５）①の見積限度額（税抜金額）（８１，６００千円）

を超えている場合もしくは保守・運用業務及びシステムサーバ等賃借料について 

平成３０～３５年度合計額が１（５）②の見積限度額（税抜金額）（６４，０４９千円）

を超えている場合 

ウ．非機能要件一覧表、機能要件一覧表に記載の必須項目が◎のとき「一部対応」もしく

は「対応不可」の場合、または必須項目が○のとき「一部対応」で下線部分（必須部分）
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が対応不可もしくは「対応不可」の場合 
エ．提出書類に虚偽の記載があった場合 
オ．審査の公平性を害する行為や信義に反する行為があった場合 

 
９ 契約相手方としての取扱い 
（１）開発業務 

審査により選定された業者は内定者となり、再度、細部について西宮市と協議、調整を行い、

業務委託契約を締結する。 
（２）保守・運用業務及びシステムサーバ等賃借料 

審査により選定された業者は（１）と同様に内定者となる。 
なお、１（５）②に示した上限額についてはあくまで見込みであり、当該期間の予算額を保

証するものではない。 
また、消費税率について、今後の税率変更実施状況及び経過措置の有無等に応じて、契約の

金額を変更する可能性がある。 
以 上 


